
 

学
校
法
人
須
賀
学
園
寄
附
行
為 

  

第 

一 

章 
 

総 
 

則 

（
名 

称
） 

第
一
条 

こ
の
法
人
は
、
学
校
法
人
須
賀
学
園
と
称
す
る
。 

（
事
務
所
の
所
在
地
） 

第
二
条 

こ
の
法
人
は
、
事
務
所
を
栃
木
県
宇
都
宮
市
睦
町
一
番
三
十
五
号
に
置
く
。 

 

第 

二 

章 
 

目
的
及
び
設
置
す
る
学
校 

（
目 

的
） 

第
三
条 

こ
の
法
人
は
、
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
従
い
、
私
立
学
校
を
設
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
設
置
す
る
学
校
） 

第
四
条 

こ
の
法
人
は
、
前
条
に
規
定
す
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
左
に
掲
げ
る
学
校
を
設
置
す
る
。 
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一 

宇
都
宮
共
和
大
学 

 
 
 
 
 
 
 
 

シ
テ
ィ
ラ
イ
フ
学
部 

シ
テ
ィ
ラ
イ
フ
学
科 

二 

宇
都
宮
短
期
大
学 

 
 
 
 
 
 
 
 

音 

楽 

科 

人
間
福
祉
学
科 

三 

宇
都
宮
短
期
大
学
附
属
高
等
学
校 

 
 

全
日
制
課
程 

普 

通 

科 

生
活
教
養
科 

情
報
商
業
科 

音 

楽 

科 

調 

理 

科 

四 

宇
都
宮
短
期
大
学
附
属
中
学
校 

 

第 

三 

章 
 

役
員
及
び
理
事
会 

（
役 

員
） 

第
五
条 

こ
の
法
人
に
は
、
左
の
役
員
を
置
く
。 

一 

理 

事 
 

七
人
以
上
十
三
人
以
内 
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二 

監 

事 
 

二
人
以
上 

三
人
以
内 

２ 
理
事
の
う
ち
一
人
を
理
事
長
と
し
、
理
事
総
数
の
過
半
数
の
議
決
に
よ
り
選
任
す
る
。
理
事
長
の
職
を
解
任
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
理
事
の
選
任
） 

第
六
条 

理
事
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

一 

学
長
及
び
校
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
人
以
上
三
人
以
内 

二 

評
議
員
の
う
ち
か
ら
、
評
議
員
会
に
お
い
て
選
任
し
た
者 

 
 

 

二
人
以
上
四
人
以
内 

三 

学
識
経
験
者
の
う
ち
か
ら
、
理
事
会
に
お
い
て
選
任
し
た
者
、
但
し
、
須
賀
学
園
創
立
者
須
賀
ヱ
イ
の
慣
習
に
よ
る
家
を
継
ぐ
者
又
は
そ

の
親
族
一
人
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

四
人
以
上
六
人
以
内 

２ 

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
理
事
は
、
学
長
、
校
長
又
は
評
議
員
の
職
を
退
い
た
と
き
は
、
理
事
の
職
を
失
う
も
の
と
す
る
。 

（
監
事
の
選
任
） 

第
七
条 

監
事
は
、
こ
の
法
人
の
理
事
、
職
員
（
学
長
、
校
長
、
教
員
そ
の
他
の
職
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
評
議
員
以
外
の
者
で
あ
っ

て
理
事
会
に
お
い
て
選
出
し
た
候
補
者
の
う
ち
か
ら
、
評
議
員
会
の
同
意
を
得
て
、
理
事
長
が
選
任
す
る
。 

（
役
員
の
任
期
） 

第
八
条 

役
員
（
第
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
理
事
を
除
く
。
こ
の
条
中
以
下
同
じ
。
）
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。
但
し
、

欠
員
が
生
じ
た
場
合
の
補
欠
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 
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２ 

役
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 
役
員
は
、
そ
の
任
期
満
了
の
後
で
も
、
後
任
者
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
は
、
な
お
そ
の
職
務
を
行
う
。 

（
役
員
の
補
充
） 

第
九
条 

理
事
又
は
監
事
の
う
ち
、
そ
の
定
員
の
五
分
の
一
を
こ
え
る
も
の
が
欠
け
た
と
き
は
、
一
月
以
内
に
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
役
員
の
解
任
及
び
退
任
） 

第
十
条 

役
員
が
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
理
事
総
数
の
四
分
の
三
以
上
が
出
席
し
た
理
事
会
に
お
い
て
、
理
事
総
数
の

四
分
の
三
以
上
の
議
決
及
び
評
議
員
会
の
議
決
に
よ
り
、
こ
れ
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

法
令
の
規
定
又
は
こ
の
寄
附
行
為
に
著
し
く
違
反
し
た
と
き 

二 

心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
に
堪
え
な
い
と
き 

三 

職
務
上
の
義
務
に
著
し
く
違
反
し
た
と
き 

四 

役
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
重
大
な
非
行
が
あ
っ
た
と
き 

２ 

役
員
は
次
の
事
由
に
よ
っ
て
退
任
す
る
。 

一 

任
期
の
満
了 

二 

辞
任 

三 

学
校
教
育
法
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き 
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（
理
事
長
の
職
務
） 

第
十
一
条 

理
事
長
は
、
こ
の
法
人
を
代
表
し
、
そ
の
業
務
を
総
理
す
る
。 

（
理
事
の
代
表
権
の
制
限
） 

第
十
二
条 
理
事
長
た
る
理
事
以
外
の
理
事
は
、
す
べ
て
こ
の
学
校
法
人
の
業
務
に
つ
い
て
、
こ
の
学
校
法
人
を
代
表
し
な
い
。 

（
理
事
長
の
職
務
の
代
理
又
は
代
行
） 

第
十
三
条 

理
事
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
理
事
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
理
事
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
他
の
理
事
が
、
順
次
に
理
事
長

の
職
務
を
行
う
。 

（
監
事
の
職
務
） 

第
十
四
条 

監
事
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。 

一 

こ
の
法
人
の
業
務
を
監
査
す
る
こ
と 

二 

こ
の
法
人
の
財
産
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と 

三 

こ
の
法
人
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
つ
い
て
、
毎
会
計
年
度
、
監
査
報
告
書
を
作
成
し
、
当
該
会
計
年
度
終
了
後
二
月
以
内
に
理
事
会

及
び
評
議
員
会
に
提
出
す
る
こ
と 

四 

第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
監
査
の
結
果
、
こ
の
法
人
の
業
務
又
は
財
産
に
関
し
不
正
の
行
為
又
は
法
令
若
し
く
は
寄
附
行
為
に

違
反
す
る
重
大
な
事
実
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
文
部
科
学
大
臣
に
報
告
し
、
又
は
理
事
会
及
び
評
議
員
会
に
報
告
す
る
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こ
と 

五 
前
号
の
報
告
を
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
理
事
長
に
対
し
て
評
議
員
会
の
招
集
を
請
求
す
る
こ
と 

六 
こ
の
法
人
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
つ
い
て
、
理
事
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と 

（
理
事
会
） 

第
十
五
条 

こ
の
法
人
に
理
事
を
も
っ
て
組
織
す
る
理
事
会
を
置
く
。 

２ 

理
事
会
は
、
学
校
法
人
の
業
務
を
決
し
、
理
事
の
職
務
の
執
行
を
監
督
す
る
。 

３ 

理
事
会
は
、
理
事
長
が
招
集
す
る
。 

４ 

理
事
長
は
、
理
事
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
理
事
か
ら
会
議
に
付
議
す
べ
き
事
項
を
示
し
て
理
事
会
の
招
集
を
請
求
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ

の
請
求
の
あ
っ
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
、
こ
れ
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

理
事
会
を
招
集
す
る
に
は
、
各
理
事
に
対
し
て
、
会
議
開
催
の
場
所
及
び
日
時
並
び
に
会
議
に
付
議
す
べ
き
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

前
項
の
通
知
は
、
会
議
の
七
日
前
ま
で
に
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

７ 

理
事
会
に
議
長
を
置
き
、
理
事
長
を
も
っ
て
充
て
る
。 

８ 

理
事
長
が
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
招
集
を
し
な
い
場
合
に
は
、
招
集
を
請
求
し
た
理
事
全
員
が
連
名
で
理
事
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
け
る
理
事
会
の
議
長
は
、
出
席
理
事
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。 
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９ 

理
事
会
は
、
こ
の
寄
附
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
理
事
総
数
の
過
半
数
の
理
事
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、

議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
除
斥
の
た
め
過
半
数
に
達
し
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

10 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
理
事
会
に
付
議
さ
れ
る
事
項
に
つ
き
書
面
を
も
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
意
思
を
表
示
し
た
者
は
、
出
席
者
と
み
な
す
。 

11 

理
事
会
の
議
事
は
、
法
令
及
び
こ
の
寄
附
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
出
席
し
た
理
事
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数

の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

12 

理
事
会
の
決
議
に
つ
い
て
、
直
接
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
は
、
そ
の
議
事
の
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
業
務
の
決
定
の
委
任
） 

第
十
六
条 

法
令
及
び
こ
の
寄
附
行
為
の
規
定
に
よ
り
評
議
員
会
に
付
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
そ
の
他
こ
の
法
人
の
業
務
に
関
す
る
重

要
事
項
以
外
の
決
定
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
理
事
会
に
お
い
て
定
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
理
事
会
に
お
い
て
指
名
し
た
理
事
に
委
任
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
議
事
録
） 

第
十
七
条 

議
長
は
、
理
事
会
の
開
催
の
場
所
及
び
日
時
並
び
に
議
決
事
項
及
び
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
議
事
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

議
事
録
に
は
、
議
長
及
び
出
席
し
た
理
事
の
う
ち
か
ら
互
選
さ
れ
た
理
事
二
人
以
上
が
署
名
押
印
し
、
常
に
こ
れ
を
事
務
所
に
備
え
て
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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第 

四 

章 
 

評
議
員
会
及
び
評
議
員 

（
評
議
員
会
） 

第
十
八
条 
こ
の
法
人
に
、
評
議
員
会
を
置
く
。 

２ 

評
議
員
会
は
十
六
人
以
上
二
十
七
人
以
内
の
評
議
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

３ 

評
議
員
会
は
、
理
事
長
が
招
集
す
る
。 

４ 

理
事
長
は
、
評
議
員
総
数
の
三
分
の
一
以
上
の
評
議
員
か
ら
会
議
に
付
議
す
べ
き
事
項
を
示
し
て
評
議
員
会
の
招
集
を
請
求
さ
れ
た
場
合
に

は
、
そ
の
請
求
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
、
こ
れ
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

評
議
員
会
を
招
集
す
る
に
は
、
各
評
議
員
に
対
し
て
、
会
議
開
催
の
場
所
及
び
日
時
並
び
に
会
議
に
付
議
す
べ
き
事
項
を
、
書
面
に
よ
り
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

前
項
の
通
知
は
、
会
議
の
七
日
前
ま
で
に
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

７ 

評
議
員
会
に
議
長
を
置
き
、
理
事
長
を
も
っ
て
充
て
る
。 

８ 

評
議
員
会
は
、
評
議
員
総
数
の
過
半
数
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
会
議
を
開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

９ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
評
議
員
会
に
付
議
さ
れ
る
事
項
に
つ
き
書
面
を
も
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
意
思
を
表
示
し
た
者
は
、
出
席
者
と
み
な

す
。 
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10 

評
議
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
評
議
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

11 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
議
長
は
、
評
議
員
と
し
て
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
議
事
録
） 

第
十
九
条 
第
十
七
条
の
規
定
は
、
評
議
員
会
の
議
事
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
理
事
」
と
あ
る
の
は
、

「
評
議
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
諮
問
事
項
） 

第
二
十
条 

左
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
理
事
長
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
評
議
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

予
算
、
借
入
金
（
当
該
会
計
年
度
内
の
収
入
を
も
っ
て
償
還
す
る
一
時
の
借
入
金
を
除
く
。
）
及
び
基
本
財
産
の
処
分
並
び
に
運
用
財
産

中
の
不
動
産
及
び
積
立
金
の
処
分 

二 

事
業
計
画 

三 

予
算
外
の
新
た
な
義
務
の
負
担
又
は
権
利
の
放
棄 

四 

寄
附
行
為
の
変
更 

五 

合
併 

六 

目
的
た
る
事
業
の
成
功
の
不
能
に
よ
る
解
散 

七 

寄
附
金
品
の
募
集
に
関
す
る
事
項 
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八 

そ
の
他
こ
の
法
人
の
業
務
に
関
す
る
重
要
事
項
で
、
理
事
長
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
事
項 

（
評
議
員
会
の
意
見
具
申
等
） 

第
二
十
一
条 

評
議
員
会
は
、
こ
の
法
人
の
業
務
若
し
く
は
財
産
の
状
況
又
は
役
員
の
業
務
執
行
の
状
況
に
つ
い
て
、
役
員
に
対
し
て
意
見
を
述

べ
、
若
し
く
は
そ
の
諮
問
に
答
え
、
又
は
役
員
か
ら
報
告
を
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
評
議
員
の
選
任
） 

第
二
十
二
条 

評
議
員
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

一 

こ
の
法
人
の
理
事
長 

二 

こ
の
法
人
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
理
事
会
に
お
い
て
選
任
さ
れ
た
者 

 

三
人
以
上
五
人
以
内 

三 

こ
の
法
人
の
設
置
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
で
、
年
齢
二
十
五
年
以
上
の
者
の
う
ち
か
ら
、
理
事
会
に
お
い
て
選
任
さ
れ
た
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
人
以
上
五
人
以
内 

四 

こ
の
法
人
に
関
係
あ
る
有
識
者
で
、
理
事
会
に
お
い
て
選
任
さ
れ
た
者 

 

十
人
以
上
十
六
人
以
内 

２ 

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
評
議
員
は
、
こ
の
法
人
の
職
員
の
職
を
退
い
た
と
き
は
、
評
議
員
の
職
を
失
う
も
の
と
す
る
。 

（
任 

期
） 

第
二
十
三
条 

評
議
員
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。
但
し
、
欠
員
が
生
じ
た
場
合
の
補
欠
評
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

２ 

評
議
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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３ 

評
議
員
は
、
そ
の
任
期
満
了
の
後
で
も
、
後
任
者
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
は
、
な
お
そ
の
職
務
を
行
う
。 

（
評
議
員
の
解
任
及
び
退
任
） 

第
二
十
四
条 

評
議
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
評
議
員
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
議
決
に
よ
り
、
こ
れ
を
解
任
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

一 

心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
に
堪
え
な
い
と
き 

二 

評
議
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
重
大
な
非
行
が
あ
っ
た
と
き 

２ 

評
議
員
は
次
の
事
由
に
よ
っ
て
退
任
す
る
。 

一 

任
期
の
満
了 

二 

辞
任 

 

第 

五 

章 
 

顧
問
及
び
参
与 

（
顧
問
及
び
参
与
） 

第
二
十
五
条 

理
事
長
は
、
こ
の
法
人
の
重
要
な
業
務
そ
の
他
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
た
め
、
顧
問
及
び
参
与
若
干
名
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 
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第 

六 

章 
 

資
産
及
び
会
計 

（
資 

産
） 

第
二
十
六
条 

こ
の
法
人
の
資
産
は
、
財
産
目
録
記
載
の
通
り
と
す
る
。 

（
資
産
の
区
分
） 

第
二
十
七
条 

こ
の
法
人
の
資
産
は
、
こ
れ
を
分
け
て
基
本
財
産
及
び
運
用
財
産
と
す
る
。 

２ 

基
本
財
産
は
、
こ
の
法
人
の
設
置
す
る
学
校
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
又
は
こ
れ
ら
に
要
す
る
資
金
と
し
、
財
産
目
録
中
基
本
財
産
の
部
に

記
載
す
る
財
産
及
び
将
来
基
本
財
産
に
編
入
さ
れ
た
財
産
と
す
る
。 

３ 

運
用
財
産
は
、
こ
の
法
人
の
設
置
す
る
学
校
の
経
営
に
必
要
な
財
産
と
し
、
財
産
目
録
中
運
用
財
産
の
部
に
記
載
す
る
財
産
及
び
将
来
運
用

財
産
に
編
入
さ
れ
た
財
産
と
す
る
。 

４ 

寄
附
金
品
に
つ
い
て
は
、
寄
附
者
の
指
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
指
定
に
従
っ
て
基
本
財
産
又
は
運
用
財
産
に
編
入
す
る
。 

（
基
本
財
産
の
処
分
の
制
限
） 

第
二
十
八
条 

基
本
財
産
は
、
こ
れ
を
処
分
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
こ
の
法
人
の
事
業
の
遂
行
上
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
理

事
会
に
お
い
て
理
事
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
議
決
を
得
て
、
そ
の
一
部
に
限
り
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
積
立
金
の
保
管
） 

第
二
十
九
条 

基
本
財
産
及
び
運
用
財
産
中
の
積
立
金
は
、
確
実
な
有
価
証
券
を
購
入
し
、
又
は
確
実
な
信
託
銀
行
に
信
託
し
、
又
は
確
実
な
銀
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行
に
定
期
預
金
と
し
、
若
し
く
は
定
額
郵
便
貯
金
と
し
て
理
事
長
が
保
管
す
る
。 

（
経
費
の
支
弁
） 

第
三
十
条 
こ
の
法
人
の
設
置
す
る
学
校
の
経
営
に
要
す
る
費
用
は
、
基
本
財
産
並
び
に
運
用
財
産
中
の
不
動
産
及
び
積
立
金
か
ら
生
ず
る
果
実
、

授
業
料
収
入
、
入
学
金
収
入
、
検
定
料
収
入
そ
の
他
の
運
用
財
産
を
も
っ
て
支
弁
す
る
。 

（
会 

計
） 

第
三
十
一
条 

こ
の
法
人
の
会
計
は
、
学
校
法
人
会
計
基
準
に
よ
り
行
う
。 

（
予
算
及
び
事
業
計
画
） 

第
三
十
二
条 

こ
の
法
人
の
予
算
及
び
事
業
計
画
は
、
毎
会
計
年
度
開
始
前
に
、
理
事
長
が
編
成
し
、
理
事
会
に
お
い
て
出
席
し
た
理
事
の
三
分

の
二
以
上
の
議
決
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
重
要
な
変
更
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
予
算
外
の
新
た
な
義
務
の
負
担
又
は
権
利
の
放
棄
） 

第
三
十
三
条 

予
算
を
も
っ
て
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
新
た
に
義
務
の
負
担
を
し
、
又
は
権
利
の
放
棄
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
理
事
会

に
お
い
て
出
席
し
た
理
事
の
三
分
の
二
以
上
の
議
決
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
借
入
金
（
当
該
会
計
年
度
内
の
収
入
を
も
っ
て
償
還
す
る
一
時

の
借
入
金
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
決
算
及
び
実
績
の
報
告
） 

第
三
十
四
条 

こ
の
法
人
の
決
算
は
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
二
月
以
内
に
作
成
し
、
監
事
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 
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２ 

理
事
長
は
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
二
月
以
内
に
、
決
算
及
び
事
業
の
実
績
を
評
議
員
会
に
報
告
し
、
そ
の
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
財
産
目
録
等
の
備
付
け
及
び
閲
覧
） 

第
三
十
五
条 

こ
の
法
人
は
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
二
月
以
内
に
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
収
支
計
算
書
及
び
事
業
報
告
書
を
作
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

こ
の
法
人
は
、
前
項
の
書
類
及
び
第
十
四
条
第
三
号
の
監
査
報
告
書
を
各
事
務
所
に
備
え
て
置
き
、
こ
の
法
人
の
設
置
す
る
私
立
学
校
に
在

学
す
る
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
こ
れ
を
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（
資
産
総
額
の
変
更
登
記
） 

第
三
十
六
条 

こ
の
法
人
の
資
産
総
額
の
変
更
は
、
毎
会
計
年
度
末
の
現
在
に
よ
り
、
会
計
年
度
終
了
後
二
月
以
内
に
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
会
計
年
度
） 

第
三
十
七
条 

こ
の
法
人
の
会
計
年
度
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終
る
も
の
と
す
る
。 

 

第 

七 

章 
 

解
散
及
び
合
併 

（
解 

散
） 
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第
三
十
八
条 

こ
の
法
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
っ
て
解
散
す
る
。 

一 
理
事
会
に
お
け
る
理
事
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
議
決
及
び
評
議
員
会
の
議
決 

二 
こ
の
法
人
の
目
的
た
る
事
業
の
成
功
の
不
能
と
な
っ
た
場
合
で
、
理
事
会
に
お
け
る
出
席
し
た
理
事
の
三
分
の
二
以
上
の
議
決 

三 

合
併 

四 

破
産 

五 

文
部
科
学
大
臣
の
解
散
命
令 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
解
散
に
あ
っ
て
は
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
解
散
に
あ
っ
て
は

文
部
科
学
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
残
余
財
産
の
帰
属
者
） 

第
三
十
九
条 

こ
の
法
人
が
解
散
し
た
場
合
（
合
併
ま
た
は
破
産
に
よ
っ
て
解
散
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
残
余
財
産
は
、
解
散
の
と
き

に
お
け
る
理
事
会
に
お
い
て
出
席
し
た
理
事
の
三
分
の
二
以
上
の
議
決
に
よ
り
選
定
し
た
学
校
法
人
又
は
教
育
の
事
業
を
行
う
公
益
法
人
に

帰
属
す
る
。 

（
合 

併
） 

第
四
十
条 

こ
の
法
人
が
合
併
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
理
事
会
に
お
い
て
理
事
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
議
決
を
得
て
文
部
科
学
大
臣
の
認
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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第 

八 

章 
 

寄
附
行
為
の
変
更 

（
寄
附
行
為
の
変
更
） 

第
四
十
一
条 
こ
の
寄
附
行
為
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
理
事
会
に
お
い
て
出
席
し
た
理
事
の
三
分
の
二
以
上
の
議
決
を
得
て
、
文
部
科

学
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

私
立
学
校
法
施
行
規
則
に
定
め
る
届
出
事
項
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
理
事
会
に
お
い
て
出
席
し
た
理
事
の
三
分
の
二

以
上
の
議
決
を
得
て
、
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第 

九 

章 
 

補 
 

則 

（
書
類
及
び
帳
簿
の
備
付
） 

第
四
十
二
条 

こ
の
法
人
は
、
第
三
十
五
条
第
二
項
の
書
類
の
ほ
か
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
帳
簿
を
、
常
に
各
事
務
所
に
備
え
て
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

寄
附
行
為 

二 

役
員
及
び
評
議
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書 

三 

収
入
及
び
支
出
に
関
す
る
帳
簿
及
び
証
ひ
ょ
う
書
類 
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四 

そ
の
他
必
要
な
書
類
及
び
帳
簿 

（
公
告
の
方
法
） 

第
四
十
三
条 

こ
の
法
人
の
公
告
は
、
須
賀
学
園
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
う
。 

（
施
行
細
則
） 

第
四
十
四
条 

こ
の
寄
附
行
為
の
施
行
に
つ
い
て
の
細
則
そ
の
他
こ
の
法
人
及
び
こ
の
法
人
の
設
置
す
る
学
校
の
管
理
及
び
運
営
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
理
事
会
が
定
め
る
。 

 

附 
 
 

則 

１ 

こ
の
法
人
の
設
立
当
初
の
役
員
は
、
左
の
通
り
と
す
る
。 

一 

理
事 

 
 

須
賀 

友
正 

 

須
賀 

 
淳 

 

坪
山 

徳
彌 

田
野
芳
三
郎 

 

田
中
庄
一
郎 

 
荒
井
清
一
郎 

二 

監
事 

 
 

長
沢
末
次
郎 

 

末
永 

 

栄 

２ 

こ
の
寄
附
行
為
は
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。 

附 
 
 

則
（
昭
和
三
十
八
年
三
月
九
日
改
正
） 

こ
の
改
正
は
、
昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。 
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附 
 
 

則
（
昭
和
四
十
二
年
一
月
二
十
三
日
改
正
） 

こ
の
改
正
は
、
昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。 

附 
 
 

則
（
昭
和
四
十
三
年
九
月
三
十
日
改
正
） 

こ
の
改
正
は
、
昭
和
四
十
三
年
九
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。 

附 
 
 

則
（
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
二
日
改
正
） 

こ
の
改
正
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
二
日
か
ら
実
施
す
る
。 

附 
 
 

則
（
平
成
元
年
一
月
十
一
日
改
正
） 

平
成
元
年
一
月
十
一
日
文
部
大
臣
認
可
の
こ
の
寄
附
行
為
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
 
 

則
（
平
成
三
年
六
月
十
日
改
正
） 

こ
の
寄
附
行
為
は
、
文
部
大
臣
認
可
の
日
（
平
成
三
年
六
月
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
 
 

則
（
平
成
十
年
十
二
月
二
十
二
日
改
正
） 

こ
の
寄
附
行
為
は
、
文
部
大
臣
認
可
の
日
（
平
成
十
年
十
二
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
 
 

則
（
平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
改
正
） 

こ
の
寄
附
行
為
は
、
文
部
大
臣
認
可
の
日
（
平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
 
 

則
（
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
改
正
） 
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こ
の
寄
附
行
為
は
、
文
部
科
学
大
臣
認
可
の
日
（
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
 
 

則
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
） 

こ
の
寄
附
行
為
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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新旧の比較対照表 

新 旧 

 

（設置する学校） 

第四条 この法人は、前条に規定する目的を達成するため、左に 

 掲げる学校を設置する。 

 一 宇都宮共和大学 シティライフ学部 シティライフ学科 

           子ども生活学部  子ども生活学科 

 二 宇都宮短期大学 音楽科 

           人間福祉学科 

 三 宇都宮短期大学附属高等学校 全日制課程 

                  普 通 科 

                  生活教養科 

                  情報商業科 

                  音 楽 科 

                  調 理 科 

 四 宇都宮短期大学附属中学校 

 

 

   附則 

  この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成  年 

    月  日）から施行する。 

 

（設置する学校） 

第四条 この法人は、前条に規定する目的を達成するため、左に 

 掲げる学校を設置する。 

 一 宇都宮共和大学 シティライフ学部 シティライフ学科 

（新設） 

 二 宇都宮短期大学 音楽科 

           人間福祉学科 

 三 宇都宮短期大学附属高等学校 全日制課程 

                  普 通 科 

                  生活教養科 

                  情報商業科 

                  音 楽 科 

                  調 理 科 

 四 宇都宮短期大学附属中学校 

 

 

（新設） 
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千円

千円

千円

千円

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

千円 千円

664,126

0

5,934

0 0 0 0

設置経費及び経常経費並びにその支払い計画を記載した書類

年 度
開設年度の前年度 開設年度

経費の見積り及び資金計画を記載した書類

平成２１年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

千円 千円 千円

（ う ち 造 成 費 ） 0 0 0 0 0 0

合　　　　　計
区 分

設
置
経
費

校 地 千円 千円

施
　
設

5,934

170,296

既
設
校
か
ら

の
転
共
用

教具・校具・備品

施
設

設
備

基　　　準　　　内

図　　　　　　　書

基　　　準　　　外

新設校の開設年度の経常経費

合 計

0

0

小 計

332,325

332,325

設
　
備

331,801

0 0

図 書

教 具

校 具

備 品

基 準 内

基 準 外

46,321

508,031 840,3560 0 0 0

0

1,037,632

227,165

6,240

170,296

840,356508,031 0

332,325
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合　　　　　計 ８４０，３５６千円

現金預金 ８４０，３５６千円
平成２１年度までに学納金等帰属収入から積み立てた現金預金から平成２１年度
に ３３２，３２５千円（須賀学園長坂キャンパス５号館増築工事費）を支出し，その
残１２，４６３，１０２千円のうち， ５０８，０３１千円を財源に充当する。

設置経費及び経常経費の財源の調達方法を記載した書類

区　　　　　分 財　源　充　当　額 財　源　の　調　達　方　法

22



年　 度

科   目

一　基本財産 千円 千円 千円

二　運用財産 千円 千円 千円

三　負債額 千円 千円 千円

　１　固定負債 千円 千円 千円

　２　流動負債 千円 千円 千円

四　基本財産＋運用財産 千円 千円 千円

五　純資産（四－三） 千円 千円 千円

財　産　目　録　総　括　表

２０　　年   度   末 ２１　　年   度   末

25,006,001 25,124,214 25,124,214

（開設年度の前々年度） （２２年３月３１日）

20,220,800 20,546,870

（開設年度の前々年度）

20,546,870

45,671,084

申   請   時

600,110 567,485

72,313 71,812

567,485

71,812

44,626,692 45,103,599

45,226,802 45,671,084

45,103,599

527,796 495,673 495,673
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学校法人　須賀学園 （単位 円）

本年度末 前年度末 増　　減

固定資産 33,172,191,888 33,654,440,624 △ 482,248,736

有形固定資産 20,546,869,511 20,220,800,504 326,069,007

その他の固定資産 12,625,322,377 13,433,640,120 △ 808,317,743

流動資産 12,498,891,538 11,572,361,255 926,530,283

資産の部合計 45,671,083,426 45,226,801,879 444,281,547

本年度末 前年度末 増　　減

固定負債 71,812,584 72,313,200 △ 500,616

流動負債 495,672,525 527,796,557 △ 32,124,032

負債の部合計 567,485,109 600,109,757 △ 32,624,648

本年度末 前年度末 増　　減

第 １ 号 基 本 金 26,703,366,411 25,988,630,545 714,735,866

第 ２ 号 基 本 金 6,358,704,557 6,658,949,557 △ 300,245,000

第 ４ 号 基 本 金 200,000,000 200,000,000 0

基本金の部合計 33,262,070,968 32,847,580,102 414,490,866

本年度末 前年度末 増　　減

翌年度繰越消費収入超過額 11,841,527,349 11,779,112,020 62,415,329

消費収支差額の部合計 11,841,527,349 11,779,112,020 62,415,329

本年度末 前年度末 増　　減

負債の部，基本金の部及び消費収支差額の部合計 45,671,083,426 45,226,801,879 444,281,547

貸借対照表

科　　　　　　　　目

科　　　　　　　　目

科　　　　　　　　目

科　　　　　　　　目

科　　　　　　　　目

資産の部

負債の部

消費収支差額の部

基本金の部

平成22年 3月31日
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事　　業　　計　　画
○施設または設備の整備計画

年度 事項 事業規模等 実施時期 備考

平成22年度 宇都宮短期大学増築（5号館）基本計画
栃木県宇都宮市下荒針町長坂3829

平成21年4月～平成21年5月
宇都宮共和大学及び
宇都宮短期大学共用

須賀学園長坂ｷｬﾝﾊﾟｽ（5号館）
設計及び工事管理業務

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造地上４階地下１階
栃木県宇都宮市下荒針町長坂3829
延べ面積3,683㎡

平成21年11月～平成23年2月
宇都宮共和大学及び
宇都宮短期大学共用

須賀学園長坂ｷｬﾝﾊﾟｽ
５号館増築工事

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造地上４階地下１階
栃木県宇都宮市下荒針町長坂3829
延べ床面積3,766.12㎡

平成21年11月～平成23年2月
宇都宮共和大学及び
宇都宮短期大学共用

須賀学園長坂ｷｬﾝﾊﾟｽ5号館ＬＡＮ工事 栃木県宇都宮市下荒針町長坂3829 平成22年10月～平成22年12月
宇都宮共和大学及び
宇都宮短期大学共用

長坂ｷｬﾝﾊﾟｽﾈｯﾄﾜｰｸ配線工事 栃木県宇都宮市下荒針町長坂3829 平成22年10月～平成22年12月
宇都宮共和大学及び
宇都宮短期大学共用

須賀学園長坂ｷｬﾝﾊﾟｽ
3号館4Ｆ図書館改修工事

栃木県宇都宮市下荒針町長坂3829 平成22年10月～平成22年12月
宇都宮共和大学及び
宇都宮短期大学共用

新設用図書（和書）　800冊
新設用図書（洋書）　200冊
新設用ＡＶ資料　　　　 42点

図書（和書）　800冊
図書（洋書）　200冊
ＡＶ資料　　　　 42点

平成22年12月
宇都宮共和大学

子ども生活学部専用

宇都宮共和大学子ども生活学部 視聴覚　　　　　10点 平成22年12月
宇都宮共和大学

子ども生活学部専用

須賀学園長坂ｷｬﾝﾊﾟｽ5号館校具設置工事 栃木県宇都宮市下荒針町長坂3829 平成22年12月
宇都宮共和大学

子ども生活学部専用

25



事　　業　　計　　画
年度 事項 事業規模等 実施時期 備考

平成22年度
須賀学園長坂ｷｬﾝﾊﾟｽ5号館
情報機器設置工事

栃木県宇都宮市下荒針町長坂3829 平成22年12月
宇都宮共和大学

子ども生活学部専用

長坂ｷｬﾝﾊﾟｽPC・ｻｰﾊﾞ･ｼｽﾃﾑ新規構築 栃木県宇都宮市下荒針町長坂3829 平成22年12月
宇都宮共和大学

子ども生活学部専用

長坂ｷｬﾝﾊﾟｽIP電話･ﾈｯﾄﾜｰｸ機器導入 栃木県宇都宮市下荒針町長坂3829 平成22年12月
宇都宮共和大学

子ども生活学部専用

長坂ｷｬﾝﾊﾟｽIP電話･ﾈｯﾄﾜｰｸ機器設置設定 栃木県宇都宮市下荒針町長坂3829 平成22年12月
宇都宮共和大学

子ども生活学部専用

宇都宮共和大学子ども生活学部

機械・器具　307点
標本　　　　　 42点
校具　　　　  578点
備品　　　　  555点

平成22年12月
宇都宮共和大学

子ども生活学部専用

平成23年度 該当なし

平成24年度 該当なし

平成25年度 該当なし

平成26年度 該当なし
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（収入の部） 　（単位　千円）
年　　度 開　設　年　度 ２４　年度 ２５　年度 完　成　年　度

科　　目 新設校分 新設校分 新設校分 新設校分

129,000 238,000 347,000 456,000

5,130 5,180 5,250 5,270

0 0 0 0

80 80 80 80

5,000 5,000 5,000 5,000

0 0 0 0

50 50 50 50

100 100 100 100

0 0 0 0

74,500 74,500 74,500 74,500

15,500 31,000 31,000 31,000

△ 74,500 △ 74,500 △ 74,500 △ 74,500

0 △ 71,460 △ 105,450 △ 71,100

154,860 207,950 283,030 426,400

　（単位　千円）
年　　度 開　設　年　度 ２４　年度 ２５　年度 完　成　年　度

科　　目 新設校分 新設校分 新設校分 新設校分

129,900 170,800 184,800 204,700

33,220 47,400 64,930 85,850

40,700 50,200 59,400 71,000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1,000 1,000 1,000

0 6,000 6,000 6,000

0 0 0 0

12,500 28,000 28,000 28,000

10,000 10,000 10,000 10,000

0 0 0 0

△ 71,460 △ 105,450 △ 71,100 19,850

154,860 207,950 283,030 426,400支出の部合計

次年度繰越支払資金

教育研究経費支出

人件費支出

管理経費支出

借入金等利息支出

借入金等返済支出

施設関係支出

資金支出調整勘定

設備関係支出

資金収入調整勘定

補助金収入

資産運用収入

資産売却収入

事業収入

資　金　収　支　予　算　決　算　総　括　表

学生生徒納付金収入

手数料収入

寄付金収入

(支出の部）

資産運用支出

その他の支出

〔予備費〕

雑収入

前年度繰越支払資金

収入の部合計

借入金収入

前受金収入

その他収入
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（収入の部） （単位　千円）

年　　度 開　設　年　度 ２４　年度 ２５　年度 完　成　年　度

科　　目 新設校分 新設校分 新設校分 新設校分

129,000 238,000 347,000 456,000

5,130 5,180 5,250 5,270

0 0 0 0

80 80 80 80

5,000 5,000 5,000 5,000

0 0 0 0

50 50 50 50

100 100 100 100

139,360 248,410 357,480 466,500

0 △ 5,000 △ 5,000 △ 5,000

139,360 243,410 352,480 461,500

（支出の部） 　（単位　千円）

年　　度 開　設　年　度 ２４　年度 ２５　年度 完　成　年　度

科　　目 新設校分 新設校分 新設校分 新設校分

人件費 129,900 170,800 184,800 204,700

教育研究経費 51,220 82,400 99,930 120,850

40,900 50,400 59,600 71,200

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

消費支出の部合計 222,020 303,600 344,330 396,750

収支の差額 △ 82,660 △ 60,190 8,150 64,750

帰属収入合計

基本金組入額

消費収入の部合計

資産運用収入

資産売却差額

事業収入

雑収入

消　費　収　支　予　算　決　算　総　括　表

〔予備費〕

管理経費

借入金等利息

資産処分差額

徴収不能引当金繰入額

学生生徒納付金

手数料

寄付金

補助金

28


	（１）①寄附行為（Ｈ18改正）本文
	（１）②寄附行為新旧対照表
	（２）様式４号その１
	様式第4号その1

	（３）４号その４
	様式第4号その4

	（４）財産目録総括表
	様式第6号その2 (PDF用)

	（５）貸借対照表
	Sheet1

	（６）事業計画
	施設・設備の整備計画

	（７）資金収支予算決算総括表
	様式第10号その1

	（８）消費収支予算決算総括表
	様式第10号その2




